
第６回 横浜市税制調査会 

 

 

日時：平成 25年７月 18日（木）15時 30分～17時 30分 

 

場所：市内の特別緑地保全地区、市民の森ほか 

 

１．開会          １５：３０ 

 

２．議題          １５：４０～１７：２５ 

  実地調査（横浜みどり税を活用した事業の視察） 

① 舞岡ふるさと村（舞岡ふるさとの森ほか） 

② 舞岡公園 

③ 飯島町特別緑地保全地区 

④ 柏尾スマイル保育園 

⑤ 中区山手町 

 

３．閉会          １７：３０ 



 

平成 25 年度 横浜市税制調査会委員名簿 

 

（敬称略、五十音順） 

氏    名 所  属  等 

青 木  宗 明 
神奈川大学 

経営学部教授 

上 村  雄 彦 
横浜市立大学学術院 

国際総合科学群教授 

 

川 端  康 之 

 

横浜国立大学大学院 

国際社会科学研究院教授 

柴    由 花 
常葉大学 

法学部准教授 

星 野  菜穗子 
和光大学 

経済経営学部准教授 

望 月  正 光 
関東学院大学 

経済学部教授 
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４ 横浜みどり税による成果 

(1) 樹林地を守る施策 

 

【主な事業による成果】 

 指定・買取による樹林地の保全  

4 か年事業費：289 億円 みどり税非充当事業 127 億円 

みどり税充当事業  162 億円 

 

○みどり税を活用することで、指定地での買取希望に対して確実に対応し、取得

面積を計画以前より増やすことができた 

○不測の事態による買取希望などに対応してもらえる安心感から、樹林地の指定

推進が大幅に進んだ 

○指定・買取が大幅に進んだことなどにより、樹林地の減少傾向が鈍化した 
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[図] 樹林地取得の事業費の推移 [図] 緑地保全制度による年度ごとの新規指定面積の推移 
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[図] 課税地目山林面積の推移（※固定資産概要調書等をもとに集計） 
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【みどり税により新たに取り組んだ事業の成果】 

 みどり税を安定的な財源として活用することで、新たな事業に積極的に取り組み、成

果を上げることができた。 

市民の森等の管理 みどり税充当額 8 億 6,900 万円

多様な動植物が生息する健全な森とするため、市

民の森等の間伐や下草刈りなどの管理を実施した

市民の森等を市民が安全に活用できるよう、危険

斜面の整備などの管理を実施した 

市民の森等の管理：572.4ha 

危険斜面の整備：22 か所 

民有樹林地の維持管理の助成 みどり税充当額 9,300 万円

３ 

樹林地所有者が保有し続ける課題の一つである、

維持管理の負担軽減のため、緑地保全制度に指定し

ている民有樹林地の維持管理の助成を進めた 

維持管理の助成：267 件 

市民協働による緑地の維持管理 みどり税充当額 4,900 万円

４ 
多様な動植物が生息する健全な森とするため、市

民の森等で、樹林地の将来像や維持管理の考え方

を定める「保全管理計画」を市民協働で策定した

保全管理計画の策定：14 か所 

森づくりリーダー等の育成 みどり税充当額 1,000 万円

５ 
森の維持管理を市民との協働により進めるため、

「森づくりリーダー」など、森に関わる人材育成

を進めた 

森づくりボランティア：164 人 

森づくりリーダー：39 人 

はまレンジャー：20 人 

樹林地管理団体の活動助成 みどり税充当額 2,100 万円

６ 
森づくり活動を行っている団体に対して、積極的

な森づくり活動を支援するための助成や、道具の

貸出などの支援を行った 

愛護団体・森づくりボランティア

の支援：224 団体 

森の楽しみづくり事業 みどり税充当額 1 億 1,600 万円

７ 
樹林地の魅力や保全の意義を啓発・PR するため、

楽しみながら保全活動に関心を持つきっかけとな

るような、さまざまな体験型講座を実施した 

森林教室の開催：231 回 

（約 1万 7千名参加）ほか 

みどりの夢かなえます事業 みどり税充当額 1,700 万円

８ 
市民団体から、樹林地の保全と利活用の提案を募

集し、優れた提案の実施を支援することで、市民

協働による樹林地の保全を推進した 

提案に対する実施支援：14 件 

間伐材のチップ化支援 みどり税充当額 2,400 万円

９ 
樹林地の維持管理で生じた間伐材の活用を図るた

め、森づくり団体に対して、間伐材のチップ化作

業の支援を行った 

間伐材のチップ化作業支援 

：131 回 

※みどり税充当額は 4 か年の合計・百万円未満は四捨五入  
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(2) 農地を守る施策 

 

【主な事業による成果】 

 水田の保全（4か年事業費：1億 2,400 万円[うちみどり税：1億 2,400 万円]） 

○水田は、優れた田園景観を構成するだけでなく、洪水防止や気象緩和などの重

要な役割を担っている 

○農地としての収益性が低いことから、畑への転換や荒廃地化することが多く、

年々減少している 

○一定期間、水田として継続することを条件に、みどり税を活用した支援を行う

ことで、約 114ha・市域の水田の約４分の３を保全することができた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図] 水稲作付面積と保全承認面積の推移 

[写真] 秋の風景（戸塚区） [写真] 身近な水田の風景（港北区） 

[図] 水稲作付面積と保全承認面積の推移 
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【みどり税により新たに取り組んだ事業の成果】 

 みどり税を安定的な財源として活用することで、新たな事業に積極的に取り組み、成

果を上げることができた。 

農園付公園の整備 みどり税充当額 2 億 400 万円
16 

・ 

32 

農地や里山景観を保全し、市民の農体験の機会を

増やす農園付公園について、用地取得や設計・施

設整備を進めた 

事業推進中：5.2ha 

設計：5か所 

整備：1か所 

収穫体験農園の開設支援 みどり税充当額 1 億 2,100 万円

19 
身近なところで地産地消を実感できるよう、果物

のもぎ取りや野菜の収穫などを体験することが

できる果樹園や農園の整備に対し支援を行った 

収穫体験農園の整備に対する助

成：15.7ha 

食と農との連携事業 みどり税充当額 800 万円

20 
農家と市民・企業、様々な人や団体が連携した新

たな地産地消の取組として、「食と農の祭典」を

はじめとする様々な取組を展開した 

様々な団体・企業等が連携した、

新たな地産地消の取組：13 件 

農地への不法投棄対策 みどり税充当額 5,800 万円

26 
不法投棄が多発している農業専用地区などに、監

視警報装置の設置や夜間監視パトロールを行う

とともに、地域団体の清掃活動等を支援した 

監視警報装置の設置：13 地区 

夜間パトロール：120 地区 

清掃活動等の支援：72 地区 

周辺環境に配慮した施設整備の支援 みどり税充当額 1 億 6,400 万円

27 
住宅に近接した農地等で、農業に伴って生じる臭

気、農薬飛散など、周辺住民とのトラブルを避け

るために必要な機械等の導入を支援した 

農薬飛散防止ネット：19.3ha 

牧草による環境対策等：50 地区 

ほか 

農地の長期貸付への誘導 みどり税充当額 3,100 万円

31 
農地の貸し手に奨励金を交付することで、農地貸

借の期間を長期化し、借り手農家が長期的な経営

計画の下、安定した経営ができるよう誘導した 

6 年以上の長期貸付を開始した農

地：49.1ha 

農地の流動化の促進 みどり税充当額 2,100 万円

33 
優良な農地を規模拡大農家や新規参入者に利用

集積するため、農地所有者から市が農地を借り入

れ、貸付先を探すなど農地の流動化を促進した 

新規の農地貸借：26.6ha 

※みどり税充当額は 4 か年の合計・百万円未満は四捨五入  
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(3) 緑をつくる施策 

 

【主な事業による成果】 

 地域ぐるみでの緑のまちづくり 

（4か年事業費：6億 4,600 万円[うちみどり税：4億 9,300 万円]） 

○地域の皆さまと横浜市が協力し、地域ぐるみで緑化計画を策定するとともに、

策定された計画に基づき、地域にふさわしい緑化を推進した 

○15 地区において、地域にふさわしい緑化計画を策定した 

○11 地区において、計画に基づき民有地と公共施設の緑化を進め、その中で、

緑が不足している都心区では、緑化用地の取得など新たな取組を進めた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【みどり税により新たに取り組んだ事業の成果】 

 みどり税を安定的な財源として活用することで、新たな事業に積極的に取り組み、成

果を上げることができた。 

保育園・幼稚園の園庭芝生化 みどり税充当額 1,900 万円

民間の保育園・幼稚園の園庭の芝生化に対して

支援し、こどもが親しむことのできる緑を増や

すことができた 

園庭の芝生化：44 施設 

名木古木の維持管理に対する助成 みどり税充当額 1,000 万円36 

樹齢が概ね 100 年を超える樹木や、故事・来歴

のある樹木を名木古木として指定・保存すると

ともに、指定した樹木のせん定等の管理に助成

金を交付し、樹木所有者の負担を軽減した 

新規の指定：165 本 

維持管理の助成：147 本 

街路樹の適正な維持管理 みどり税充当額 6 億 6,600 万円

39 

街路樹を良好に生育させ、美しく豊かな緑を提

供するとともに、安全で円滑な通行を確保する

ため、せん定頻度を引き上げ、適正な維持管理

を行った 

街路樹の剪定：延べ 50,426 本 

（街路樹：約 13 万本） 

※みどり税充当額は 4 か年の合計・百万円未満は四捨五入  

[写真] 地域で取り組む緑化作業の様子 
（旭区/上白根国際地区） 

[写真] 地域の玄関口を彩る花壇の整備 
（旭区/上白根国際地区） 
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〔4 か年の成果の評価基準〕 

５ 各事業・取組の評価・検証 

 

(1) ４か年の成果の評価一覧 

 
 

 

ア 樹林地を守る施策 [P.20～44] 
 

1 緑地保全制度等の拡充 B 8 みどりの夢かなえます事業 A 

2 篤志の奨励制度 B 9 間伐材資源循環事業 B 

3 緑地再生等管理事業 B 10 
愛護会、森づくりボランティア 

活動拠点整備事業 
B 

4 
市民協働による緑地維持管理 

事業 
B 11 ウェルカムセンター整備事業 B 

5 森づくりリーダー等育成事業 B 12 
特別緑地保全地区指定等 

拡充事業 
B 

6 樹林地管理団体活動助成事業 B 13 
よこはま協働の森基金制度の 

見直し 
B 

7 森の楽しみづくり事業 B 14 国への制度要望 B 

 

イ 農地を守る施策 [P.45～82] 
  

15 生産緑地制度の活用 B 25 かんがい施設整備事業 B 

16 農園付公園整備事業 C 26 不法投棄対策事業 A 

17 特定農業用施設保全事業 B 27 環境配慮型施設整備事業 B 

18 共同直売所の設置支援事業 B 28 機械作業受託組織育成事業 B 

19 収穫体験農園の開設支援事業 B 29
担い手コーディネーター 

育成・派遣事業 
A 

20 食と農との連携事業 B 30
農業後継者・横浜型担い手育成

事業 
A 

21 施設の省エネルギー化推進事業 A 31 農地貸付促進事業 B 

22 
生産用機械のリース方式による導

入事業 
B 32 市民農園用地取得事業 C 

23 集団的農地の維持管理奨励事業 A 33 農地流動化促進事業 A 

24 水田保全契約奨励事業 A 34 国への制度要望 B 

 

ウ 緑をつくる施策 [P.83～98] 
 

35 地域緑のまちづくり事業 B 39 いきいき街路樹事業 B 

36 民有地緑化助成事業 C 40 民有地緑化の誘導等 B 

37 公共施設緑化事業 A 41 建築物緑化保全契約の締結 B 

38 公共施設緑化管理事業 C 42 みどりアップ広報事業 B 

A：計画を上回る成果 B：概ね計画通りの成果 C：計画を下回る成果
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12 特別緑地保全地区指定等拡充事業 
拡充事業 
（横浜みどり税一部充当） 

 

■ 事業内容 

・ 貴重な緑を保全するため、特別緑地保全地区などの緑地保全制度の地区指定を積極

的に推進 

・ 特別緑地保全地区の指定地等で、不測の事態による買取りの希望などに対応し、確

実に担保 

 

■ ４か年の事業実績 ※数値は、端数処理を行っています。 

＜事業の進捗状況＞ 

 樹林地の指定 買取対応 

平成 21 年度実績  87.8ha  9.6ha 

平成 22 年度実績 117.5ha 17.2ha 

平成 23 年度実績 104.6ha 34.0ha 

平成 24 年度実績 107.6ha 45.1ha 

進
捗
状
況 

4 か年累積 [a] 
417.5ha 

＜延べ約 650 地区＞ 

105.9ha 

＜延べ約 80 地区＞ 

5 か年目標 [b] 1,119ha （計画面積：151ha） 

4 か年計画値 [c] 809.5ha 約 108ha 

   

 特別緑地保全地区指定等拡充事業 

5 か年目標に対する 

進捗率 [a／b×100] 
37％ △ 

4 か年計画値に対する 

進捗率 [a／c×100] 
52％ 

 

＜事業費の執行状況＞ 

 事業費 うち横浜みどり税 

平成 21 年度決算額 4,452 百万円 168 百万円 

平成 22 年度決算額 5,997 百万円 607 百万円 

平成 23 年度決算額 7,470 百万円 1,187 百万円 

平成 24 年度決算見込額 
※平成 25 年 4 月 30 日時点の数値 

10,993 百万円 1,693 百万円 

執
行
状
況 

4 か年累積見込額 [d] 28,912 百万円 3,654 百万円 

5 か年計画額 [e] 44,081 百万円 5,134 百万円 

    

 事業費 うち横浜みどり税 

5 か年計画額に対する執行率（見込） 

[d／e×100]
66％ ○ 71％ ○ 

計画額に対する進捗率 

目標・計画値に対する進捗率 
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■ ４か年の成果の評価 

○ 4 か年実績は、5か年目標の約 40%にとどまっており、1,119ha という目標設定に対

し、これまでの指定実績を踏まえると、目標の達成は困難である 

○ 4 か年の指定実績は、417.5ha（平均約 104ha/年）であり、計画策定前 5 年間の指

定（約 92ha：約 18ha/年）に対し、年平均では５倍以上のスピードで指定が進んで

いる 

○ 特に、市街化区域では、すでに 5か年目標を上回る指定が進み、市民に身近な場所

での樹林地の保全を進めることができた 

○ 法に基づき都市計画に位置付けることで樹林地を永続的に担保できる制度である

「近郊緑地特別保全地区」「特別緑地保全地区」の指定が、計画策定以前の約 1.5

倍に拡大した（計画前 284ha→H24 末 438ha） 

○ 指定地での買取希望に対して、みどり税を活用して確実に対応できたことで、約

106ha（約 26ha/年）の樹林地を永続的に保全することができた 

○ 横浜みどり税を安定した財源として活用できることで、土地所有者の安心感・市へ

の信頼感が増大した 

○ 課税地目山林面積の推移を見ると、計画実施以降、樹林地の減少傾向が鈍化してお

り、緑の総量維持に一定の成果が見られたと考えられる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    [図]  課税地目山林面積の推移（※固定資産概要調書等をもとに集計） 

 

４か年の成果の評価 B 
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■ 課題と対応 

・ 指定の同意が得にくいのは、土地所有者の土地に関する考え方が多様であり、緑の

大切さや制度を十分説明しきれていないことや、制度上の支援が少なかったことな

どが主な原因と考えられる。また、土地所有者に同意していただいても、隣地との

境界確定が不調に終わるなど、諸条件が整わず指定に至らない場合もある 

・ 維持管理の助成の上限額を 25 年度から引き上げて、指定地の所有者への支援を拡

充する 

・ 引き続き、これまでに働きかけをしてまだご協力いただけない土地所有者へ電話や

訪問等により粘り強く働きかける 

・ 樹林地の減少は鈍化しているものの、減少は続いており、５か年の目標に向けては

まだ保全対象の樹林地が多くあるため、継続的な取組が必要 

・ 指定を強力に進めることは樹林地の減少に対して一定の効果があり、また買取対応

により永続的な担保が図られていることからも、事業の必要性は高いと考えられる 

  5 か年目標 4 か年実績 

市街化区域 69ha 110ha

市街化調整区域 1,050ha 307ha

合計 1,119ha 418ha
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4 か年間の実績は、 

横浜公園約65個分に相当。 

指定のスピードは、計画前

の５倍以上。 

計画前５か年の平均指定量 

約 20ha／年 

みどりアップ

【図】 緑地保全制度による新規指定面積の推移

【図】 取得した樹林地面積の推移

＜参考＞ 地域別の指定実績

※小数点以下は四捨五入
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24 水田保全契約奨励事業 
新規事業 
（横浜みどり税充当） 

 

■ 事業内容 

・ 貴重な自然的環境である水田を保全するため、水稲耕作を 10 年間継続することを

条件に支援 

 

■ ４か年の事業実績 ※数値は、端数処理を行っています。 

＜事業の進捗状況＞ 

 水田保全承認面積 

平成 21 年度実績  89.5ha 

平成 22 年度実績 100.2ha 

平成 23 年度実績 109.7ha 

平成 24 年度実績 114.4ha 

進
捗
状
況 

4 か年累積 [a] 114.4ha 

5 か年目標 [b]  50  ha 

4 か年計画値 [c] 115  ha 

  

 水田保全承認面積 

5 か年目標に対する 

進捗率 [a／b×100] 
229％ ◎ 

4 か年計画値に対する 

進捗率 [a／c×100] 
99％ 

 

＜事業費の執行状況＞ 

 事業費 うち横浜みどり税 

平成 21 年度決算額 27 百万円 27 百万円 

平成 22 年度決算額 30 百万円 30 百万円 

平成 23 年度決算額 33 百万円 33 百万円 

平成 24 年度決算見込額 
※平成 25 年 4 月 30 日時点の数値 

34 百万円 34 百万円 

執
行
状
況 

4 か年累積見込額 [d] 124 百万円 124 百万円 

5 か年計画額 [e] 75 百万円 75 百万円 

    

 事業費 うち横浜みどり税 

5 か年計画額に対する執行率（見込） 

[d／e×100]
165％ ◎ 165％ ◎ 

 

計画額に対する進捗率 

目標・計画値に対する進捗率 
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■ ４か年の成果の評価 

○ 事業の趣旨が浸透したことで、21 年度から当初目標を大きく上回る進捗状況とな

っている 

○ 畑などへの転用による水田の減少に対して、一定の抑制効果があったと考えられる 

○ 多くの市民が身近に水田の風景を見られる環境を享受できるとともに、ヒートアイ

ランド現象の緩和や生物多様性の保全など、水田のもつ多面的な機能が発揮された 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 課題と対応 

・ 水田保全の手法としては有効であり、また、10 年以上の水稲作付を承認の条件と

していることから、制度の継続の必要性が高い 

・ 水田は、優れた田園景観を構成するだけでなく、洪水防止や気象緩和などの重要な

役割を担っており、さらなる保全に向けた取組が必要 

４か年の成果の評価 A 

[写真] 水稲作付面積と保全奨励面積の推移

[写真] 秋の水田（戸塚区） 
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ウ 緑をつくる施策 

 
 

35 地域緑のまちづくり事業 
拡充事業 
（横浜みどり税一部充当） 

 

■ 事業内容 

・ 地域にふさわしい緑化を、地域と市が協働で話し合い、地域ぐるみで緑化計画を策

定し、策定された計画に基づき、民有地緑化の支援や公共施設での緑化を推進 

 

■ ４か年の事業実績 ※数値は、端数処理を行っています。 

＜事業の進捗状況＞ 

 地域緑化計画策定の取組 地域緑化の推進 

平成 21 年度実績  8 地区 ― 

平成 22 年度実績 10 地区 試行：5地区 

平成 23 年度実績 12 地区 6 地区 

平成 24 年度実績  9 地区 11 地区 

進
捗
状
況 

4 か年累積 [a] 15 地区 11 地区 

5 か年目標 [b] 30 地区 18 地区 

4 か年計画値 [c] 22 地区 12 地区 

   

 地域緑化計画策定の取組 地域緑化の推進 

5 か年目標に対する 

進捗率 [a／b×100] 
50％ ○ 61％ ○ 

4 か年計画値に対する 

進捗率 [a／c×100] 
68％ 92％ 

 

＜事業費の執行状況＞ 

 事業費 うち横浜みどり税 

平成 21 年度決算額 29 百万円 29 百万円 

平成 22 年度決算額 36 百万円 36 百万円 

平成 23 年度決算額 63 百万円 63 百万円 

平成 24 年度決算見込額 
※平成 25 年 4 月 30 日時点の数値 

518 百万円 365 百万円 

執
行
状
況 

4 か年累積見込額 [d] 646 百万円 493 百万円 

5 か年計画額 [e] 1,374 百万円 1,186 百万円 

    

 事業費 うち横浜みどり税 

5 か年計画額に対する執行率（見込） 

[d／e×100]
47％ △ 42％ △ 

計画額に対する進捗率 

目標・計画値に対する進捗率 
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■ ４か年の成果の評価 

○ 地域の実情にあわせた計画策定と合意形成に時間を要しているが、積極的に地域と

協働した取組を進めたことで、多くの地区で具体的な計画づくりや緑化活動が進み、

概ね目標通りの進捗状況となっている 

○ 地域の緑化計画が策定され、その計画に基づく緑化を進めることで、地域ならでは

の緑のまちづくりや、緑をテーマとした地域コミュニティ活動が盛んになった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 課題と対応 

・ 地域住民が主体で規模の大きい計画づくりを進めるには、長期間にわたる事業調整

が必要 

・ 区役所や他局事業等と連携し、より効率的な事業実施内容と体制を検討する必要が

ある 

・ 取組地区数を増やし、広く市民が緑化に取り組む機会をつくるには、これまでの取

組地区での成果を広報していくことが必要 

・ 多くの市民に身近な緑のまちづくりに取り組んでいただくため、多様なニーズに対

応できる柔軟な施策展開が必要 

４か年の成果の評価 B 

[写真] 沿道の緑化の事例 
（泉区/上飯田地区）

[写真] 花壇の緑化を地域で取り組む 
様子（中区/馬車道地区） 
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36 民有地緑化助成事業 
拡充事業 
（横浜みどり税一部充当） 

 

■ 事業内容 

・ 市街化区域内にある建築物の屋上・壁面緑化や民間の保育園・幼稚園における園庭

の芝生化などに対する助成、人生の節目を迎える市民を対象とした苗木の無料配布

などにより、市民による緑化の取組を支援 

 

■ ４か年の事業実績 ※数値は、端数処理を行っています。 

＜事業の進捗状況＞ 

 
保育園・幼稚園 

芝生化 
区民花壇 生垣設置 

平成 21 年度実績 11 園  4 か所  26m 

平成 22 年度実績 16 園  7 か所  23m 

平成 23 年度実績  5 園  3 か所   6m 

平成 24 年度実績 12 園  4 か所   9m 

進
捗
状
況 

4 か年累積 [a] 44 園 18 か所  58m 

5 か年目標 [b] 100 園 ― 1km 

4 か年計画値 [c] 80 園 54 か所 700ｍ 
 

 屋上・壁面緑化助成 名木古木の保存 人生記念樹等配布 

平成 21 年度実績 12 件 
新規： 41 本 

助成： 11 本 
14,324 本 

平成 22 年度実績 19 件 
新規： 90 本 

助成： 25 本 
17,902 本 

平成 23 年度実績  9 件 
新規： 24 本 

助成： 42 本 
16,497 本 

平成 24 年度実績 12 件 
新規： 10 本 

助成： 69 本 
19,098 本 

進
捗
状
況 

4 か年累積 [a] 52 件 
新規：165 本 

助成：147 本 
67,821 本 

5 か年目標 [b] ― ― ― 

4 か年計画値 [c] 80 件 新規：80 本 76,000 本 

    

 民有地緑化助成事業 

5 か年目標に対する 

進捗率 [a／b×100] 
― 

4 か年計画値に対する 

進捗率 [a／c×100] 
― 

 

目標・計画値に対する進捗率 
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＜事業費の執行状況＞ 

 事業費 うち横浜みどり税 

平成 21 年度決算額 22 百万円 9 百万円 

平成 22 年度決算額 27 百万円 14 百万円 

平成 23 年度決算額 24 百万円 13 百万円 

平成 24 年度決算見込額 
※平成 25 年 4 月 30 日時点の数値 

30 百万円 19 百万円 

執
行
状
況 

4 か年累積見込額 [d] 104 百万円 55 百万円 

5 か年計画額 [e] 250 百万円 166 百万円 

    

 事業費 うち横浜みどり税 

5 か年計画額に対する執行率（見込） 

[d／e×100]
42％ △ 33％ △ 

 

■ ４か年の成果の評価 

○ 保育園・幼稚園の芝生化は 44 園、屋上緑化は 52 件の助成を行っており、着実に実

績が上がっている 

○ 名木古木の指定・維持管理助成や人生記念樹等の配布については、継続的に実施し

ている 

○ 区民花壇や生垣設置助成は、助成件数が低調となっている 

○ 保育園・幼稚園の芝生化など、民有地での緑化が進むことで、街なかに緑が増え、

子どもたちが緑に触れる機会が増えているが、さらに制度が広く活用されるよう取

り組む必要がある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４か年の成果の評価 C 

[写真] 名木古木指定樹木の事例
（中区） 

計画額に対する進捗率 

[写真] 民間ビルの屋上緑化の事例 
（港北区） 

sysmente
テキストボックス
15



横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策） 

４か年（平成 21 年度～平成 24 年度）の事業・取組の評価・検証 

 

 87

■ 課題と対応 

・ 制度がより活用されるよう、芝生管理等についての技術的な支援の実施など、さら

に維持管理に対する負担感を軽減するような取組も必要 

・ 効果的な緑化が進むよう、助成制度の統廃合などの検討をすることが必要 

・ 緑あふれる街をつくるためには、民有地での緑化推進は必要であり、特に多くの市

民の目に触れる緑化の実績を積み重ねることで、より積極的に制度が活用されるよ

う施策展開する必要がある 
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横浜市の主な緑地保全制度

概要

まとまりのある貴重な
緑地を法指定により永
続的に保全する制度で
す

首都圏の特に良好な緑
地を法指定により永続
的に保全する制度です

山林所有者の方々との
契約により市民の憩い
の場として緑を守り育
て、利用させていただ
く制度です

市街化区域に残る身
近な緑を保全する制
度です

市街化調整区域に残る
良好な樹林地を保全す
る制度です。

横浜市市民の森設置事業
実施要綱

横浜市緑地保存事業
実施要綱

横浜市源流の森保存事業
実施要綱

指定区域
内の行為
制限

制度の
問い合
わせ先

・原則として所有者の
管理（樹林地維持管理
に係る助成制度は対象
外）
・開園後は、散策路や
広場などの管理は事業
者への委託で対応し、
清掃や巡視は市民の森
愛護会にお願いしてい
ます

1,000㎡以上
一団の樹林地
（原則として山林課税
地）

市街化調整区域

市民の森

500㎡以上
一団の樹林地
（原則として山林課
税地）

環境創造局緑地保全推進課
電話　045(671)3534,2625,3948

源流の森保存地区

近郊緑地保全区域の緑
地で、樹林地等に類す
る土地が良好な自然環
境を形成し、相当な規
模の広さを有している
土地

概ね2ha以上
公開可能な樹林地を中
心とする一定の区域

概ね1,000㎡以上の、
一団の良好な自然環境
を形成する緑地

源流の森保存契約
契約期間10年以上

緑地保存契約
契約期間10年以上

対　　象 市内全域 市内全域

基　　準

市民の森契約
契約期間10年以上

管理形態

・原則所有者による管理
・樹林地維持管理に係る助成制度あり
（ただし、市民の森との重複指定の場合は、市民
の森の管理形態を適用）

土地所有
者や契約
者への優
遇措置等

都市計画決定
永年指定

特別緑地
保全地区

制度名
緑地保存地区

市内全域
(近郊緑地

保全区域内)

根拠法令 都市緑地法

近郊緑地
特別保全地区

首都圏
近郊緑地保全法

市街化区域

緑の環境をつくり育てる条例

・所有者の管理
・樹林地維持管理に係る助成制度あり

・木竹の伐採(危険木除去等の管理行為は除く。)、開発、土地の形質の
変更等は原則として禁止
・所有権の移転や権利設定をする場合には、市長と協議（協議申出書）
が必要

指定期間

法　に　よ　る　制　度

・区域内での土地の形質の変更、樹木の伐採（管
理行為を除く）、その他緑地の保全に影響を及ぼ
す恐れのある行為は禁止

① 固定資産税の減免
② 契約更新時に継続一
時金を交付

① 固定資産税・都市
計画税の減免(奨励金
措置の場合あり)。
② 契約更新時に継続
一時金を交付
③ 緑地相談制度あり

① 固定資産税・都市計
画税を減免
② 緑地育成奨励金を交
付
③ 契約更新時に継続一
時金を交付
④ 不測の事態が生じた
場合は土地の買取相談
に対応

①固定資産税評価額が1/2
②相続税評価額８割減（山林及び原野）
③相続税の延納利子税の割合が、引き下げられる
場合あり
④行為の制限を受けることにより土地の利用に著
しい支障をきたす場合、その土地を買入れる旨申
し出ることが可能(譲渡所得2,000万円まで控除
の場合あり。)

横　浜　市　の　条　例　等　に　よ　る　制　度
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舞岡特別緑地保全地区 

舞岡ふるさとの森 

舞岡公園 

舞岡周辺 取り組み状況 

舞岡駅 

明治学院大学 

緑地保全の取組（舞岡地区） 

１ 

２ 

３ 
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事業②　生物多様性・安全性に配慮した森づくり

　樹林地の維持管理（森づくり）を行う際の技術指針である森づくりガイドライン等を活用し、
生物多様性の保全、利用者の安全性や快適性の確保、良好な景観形成など、森に期待される多様
な役割に配慮した森づくりを推進します。また、緑地保全制度の指定を受けた土地を所有する方
の維持管理負担を軽減するための支援を行います。

（1）森づくりガイドライン等を活用した森の育成
●森づくりガイドライン等を活用した維持管理の推進
　市民の森、市有緑地及び都市公園内のまとまった樹
林を対象に、維持管理の技術指針である森づくりガイ
ドライン等を活用し、生物多様性の保全や利用者など
の安全確保のため、愛護会などと連携して森づくりを
推進します。また、散策路などの施設の修繕や維持管
理に必要な施設の整備を行います。

事業 取　　組 5か年の目標 備　　考

② （1）森づくりガイドライン
等を活用した森の育成

●  ガイドライン等を活用した維持
管理：推進

● 保全管理計画の策定： 樹林地　15か所
公園 10か所

・都市公園内のまとまった樹林も対象に追加
・維持管理（森づくり）の対象
　樹林地：市民の森、ふれあいの樹林等
　公園：35か所

（2） 指定された樹林地にお
ける維持管理の支援

●維持管理の支援：650件を想定 ・ 緑地保全制度により新規に指定さ
れた樹林地への支援を充実

（3） 生物多様性に配慮した
防災性・安全性の向上

●法面の整備：10か所

（4）間伐材の有効活用 ●チッパーの貸出し：推進 ・間伐材の活用方法も検討

森づくりを推進している樹林地

施策２　良好な森を育成する取組の推進

取組の目標

●保全管理計画に基づく森づくりの推進
　森ごとに具体的な管理の計画を定めた「保全管理計
画」を策定し、愛護会などと連携して森づくりを推進します。

（2）指定された樹林地における維持管理の支援
　所有者の維持管理負担を軽減するため、緑地保全制度により指定した樹林地の外周部などで
土地所有者が行う危険・支障樹木の管理作業を支援します。これにより、緑地保全制度の指定
を推進します。

（3）生物多様性に配慮した防災性・安全性の向上
　防災や安全面の対策が必要な緑地の法面を対象に、生物多様性にも配慮した法面整備を推進
します。

（4）間伐材の有効活用
　チッパーの貸出しなどにより、間伐材の有効活用を推進します。

sysmente
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sysmente
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sysmente
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事業③　森を育む人材の育成

　市民や事業者と市の協働により森を育む取組を進めるため、森づくり活動に取り組む市民や団
体を対象に、活動のための知識や技術に関する研修を実施し、森を育む「人」を育てます。また、
森づくり活動を行う団体を対象に、活動に必要な支援を行います。

（1）森づくりを担う人材の育成　　
●森づくり活動団体向けの取組
　森づくり活動に取り組む団体のスキルアップにつな
がる研修を実施します。

内 

容

・基本的な知識と安全確保のための研修
・活動のスキルアップを図る研修
・リーダーを養成するための研修

●森づくりボランティア（登録者）向けの取組
　森づくりボランティアの登録者を対象とした、活動スキルなどを学ぶ研修を開催するとと
もに、ボランティアが森づくり活動団体へ加入するための橋渡しを行います。また、ニュー
スレターやウェブサイトを活用し、森づくりに関する情報発信を行います。

（2）森づくり活動団体への支援
・森づくり活動などに対する助成
・森づくり活動に必要な道具の貸出し
・専門家派遣による団体間の交流や連携、課題解決に向けた支援

事業 取　　組 5か年の目標 備　　考

③ （1）森づくりを担う人材
の育成

●森づくり活動団体の育成：推進
●  森づくりボランティアへの情
報発信、広報・PRの充実

（2）森づくり活動団体へ
の支援

●  森づくり活動団体への支援：
　 のべ 50団体
●  公園内のまとまった樹林で活
動する公園愛護会への支援：
　 のべ 50団体

・ 都市公園の樹林で活動する公園愛
護会を支援の対象に追加
・ 支援内容：活動に対する助成、道
具の貸出し、専門家の派遣　

森づくりボランティア養成講座

取組の目標
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栄区「飯島町特別緑地保全地区」について 

 

 

１ 特別緑地保全地区の概要 

（１）名 称   飯島町特別緑地保全地区  

（２）所在地   栄区飯島町 2207-1 他 

（３）面  積   約 6.7ha （平成 24 年２月都市計画決定） 

（４）区域区分  市街化区域 

（５）土地所有者 3 名うち横浜市 3.２ha（H25.3.31.現在） 

 

２ 経 緯 

  平成 ９年度 開発計画の相談にあわせ、市が保全の働きかけ（以降、交渉継続） 

  平成 12 年度 大和団地㈱が当該地の開発許可を取得 

  平成 24 年２月 「飯島町特別緑地保全地区」都市計画決定 

  平成 24 年５月 都市緑地法に基づく「土地買入申出書」の受理 

  平成 25 年３月 約 3.2ha の買入（大和ハウス工業㈱→横浜市） 

所在 栄区飯島町 2,121 番の２ 外 46 筆 

地積 31,872.89 ㎡ 

金額 1,498,025,830 円 （47,000 円/㎡） 

 

 

３ 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

特別緑地保全地区 約 6.7 ha 

H24 買収地    約 3.2 ha 
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まとまりのある優良な緑地を都市緑地法に基づき都市計画決定することで、永続的に

保全する制度 

 

制度根拠：  都市緑地法 

指定基準：  概ね 1,000 ㎡以上の、一団の良好な自然環境を形成する緑地 

    （都市緑地法では、特に面積基準はありませんが、本市では市街地に残る 

優良な小規模の樹林地も保全するため、平成 21 年度より指定面積基準を

5,000 ㎡以上から 1,000 ㎡以上に下げて運用しています。） 

指定形態：  都市計画決定（永年指定） 

土地所有者への優遇措置： 

① 固定資産税評価額が 1/2 

② 相続税評価額８割減  

       ③ 相続税の延納利子税率軽減 

④ 都市緑地法に基づき、市への土地買取申出が可能 

利用、管理： 原則利用者による管理 

指定状況：  62 か所、約 272.6ha (平成 25 年 4 月 1 日現在) 

<特別緑地保全地区制度の概要>



 

飯島特別緑地保全地区 

特別緑地保全地区の区域（約 6.7ha） 

H24 買収地       （約 3.2ha） 

緑地保存地区の契約地 

 

飯島市民の森 

JR 本郷台駅 
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柏尾スマイル保育園の園庭の芝生化について 

 
 

１ 施設概要 

・名称：柏尾スマイル保育園 

・所在地：戸塚区柏尾町９０９－１ 

・園児数：約 60 名 

２ 芝生化概要 

・整備時期等：平成 24 年 10 月 張芝（ティフトン４１９）にて整備 

・面積：約 181 ㎡ 

３ 助成実績 

 ・助成額 500,000 円（上限額）（参考 事業費約 860,000 円） 

４ 現在の状況写真（平成２５年７月１日） 

 

 

 

配 布 資 料

平成２５年７月１８日
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－民間保育所・私立幼稚園の園庭芝生化助成 平成25年度募集について－ 

 

 横浜市では、「横浜みどりアップ計画（新規・拡充施策）」の一環として、民間保育所

や私立幼稚園の園庭を芝生化する際の費用を助成しています。園庭の芝生化が進むこと

で、潤いのある緑豊かな街並みが形成されるとともに、子どもたちが緑と直接触れあう

機会が増える、転んでもケガをしにくくなる、砂ぼこりが防げる、ヒートアイランド現

象が緩和されるなど様々な効果があります。 

 

 

 

 

園庭を緑の芝生にしませんか

転んでもいたくないよ（青葉区）

助成の対象となるのは、民間保育所（本市の認可を受けた、もしく

は平成 26 年 4 月 1 日までに認可を受ける予定の民間保育所、横浜

保育室及び家庭保育福祉員）及び私立幼稚園の園庭です。 

裸足でよーいドン（金沢区）

芝生の園庭になりました（戸塚区） 



助成の要件 

・ 園庭※の芝生化を新たに行おうとする面積が10平方メートル以上であること。 

  （既存の芝生補修や植え込み地内の張り芝等は、対象となりません。ただし芝生エリアを拡

張する場合には対象となります。） 

・ 申請する年度内（3月末まで）に施工が完了可能であること。 

※ 園庭とは、保育所等に設置された専用の屋外遊戯場として認可されたもので、付近の公園、広場、 

   寺社境内等を屋外遊戯場に代えている場合、これらは除外します。 

 

１ 対象となる経費 

項 目 内 容 助成限度額 

本工事費 
芝植工、芝張工、 

土壌改良工（改良材、かくはん工） 

地上の場合 3,000円/㎡※

屋上の場合20,000円/㎡ 

付帯経費 支障物件の移設、調査・設計費など 

備品等購入費 維持管理用備品類の購入費 

（芝刈機、散水用ホースなど）

本工事費×25% 

合  計  50万円 

 

※次の仕様で整備する場合に限り、助成限度額が5,000円/㎡となります。 

（合計の助成限度額は、50万円です） 

芝張工 土壌改良工 

ハイブリッドバミューダグラス（ティフトン

419など）による張芝工 

深さ10cmまで、黒土、砂、土壌改良剤、化

学肥料などによる客土または土壌入替 

 

２ 平成25年度受付期間 

平成25年4月1日(月) ～ 平成26年1月31日（金） 

※ 申請内容が予算の範囲(各年1,000万円)を超えた時点で、受付を終了いたします。 

 

３ 助成を受けた方へのお願い 

・ 助成事業実施後、5年間は当該芝生を良好に保全するよう努めてください。 

・ 整備された芝生が良好に保全されていることを確認するため、平成30年度まで年1回（秋頃） 

  現地状況を写真で報告していただきます。 

・ いただいた写真は、本助成事業の普及啓発やみどり税の使途の周知のため、広報紙やホーム 

  ページ等で使用します。 

 

※お申込・お問い合わせは 

横浜市環境創造局みどりアップ推進課 園庭芝生化担当 

電話  045-671-3447 

FAX   045-224-6627 

E-mail ks-ryoka@city.yokohama.jp 



　港の見える丘公園拡張部（山手税関プール跡地）計画案　〔鳥瞰図ー外国人墓地方面から眺めた図ー〕

~ブラフ９９ガーデン～

みどりがあふれ、歴史を感じる、
“山手の庭”

2013.5.31　意見交換会資料　横浜市環境創造局公園緑地整備課

担当係長：道塲 ( どうば )　担当：吉野　　（045-671-2652）

一部、ブラフ積みを再現します。
ブラフ積みの積み方を見ることの
出来る場所や山手の歴史につい
て知ることができる解説サインを
設置します。

ブ

　（ブラフ積み・歴史解説）

中低木と宿根草
　斜面 花壇

中低木と宿根草
　 斜面花壇

　子どもも楽しめる芝生広場と花壇

　眺望広場

シンボルツリー

　憩える木陰の休憩場所
横浜のバラ
“はまみらい”

眺望広場

←元町・中華街駅

　歩行者が移動しやすい園路の設置

山手に合ったデザインの
園内灯や壁

草花の
オープンガーデン

バラのアーチ

気象台

※ブラフ積跡調査

山手本通り

富士山（外国人墓地方面）

富士山、山手本通り、
気象台、ランドマーク
タワーなど望むことが
できます。
中央には、方位盤を
設置し、山手の観光の
拠点としての役割も果
たします。

芝生と花壇（イメージ）

子どもが草花などの自然
に親しみながら楽しめる
場所をつくります。

  みどり豊かな場所

現在ある、コンクリートの擁壁
を撤去して、歩道空間を広げます。
移動をスムーズにし、また広くな
ることで集合場所としての利用が
できるようになります。

木陰のサークルベンチや花壇の縁など、座れる場所を設置
します。観光や散歩の休憩場所として利用出来るようになります。

ブラフ積遺構発掘調査

　平成２４年度９月に、既存のコンクリート
擁壁裏のブラフ積みの有無を確認するため
に、擁壁の内側から発掘調査を行いました。
　調査の結果、擁壁内側にブラフ積みは
残されていませんでした。(写真右)
　

ブラフ積み（気象台）

公園全体に宿根草花壇、斜面花壇を配置
します。また、高木を歩道沿いや広場に
植栽し、全体をみどり溢れる空間として
整備します。

休憩場所（イメージ）

花壇（イメージ）　　
高木（イメージ）　　

つるバラ　　 コブシ　　 ラベンダー　　

現況コンクリート擁壁

↓元町公園

↑港の見える
　　丘公園

〔植物(一例)〕　　

※ブラフ積みとは、千葉県産の房州石を使用し、長方形の石材を1本おきに小口
部分が表に出るように積んだ石積み。山手に多く見られるものを山手にちなんで
「ブラフ積み」と呼んでいる。

　山手の歴史を感じる場所

(公園全体)

計画地

外国人墓地
気象台

港の見える丘

公園

岩崎博物館
山手本通り

↑アメリカ山公園

交番

外国人墓地側から

計画地を見た

鳥瞰図

↓元町公園
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①山手の歴史をいかした

景観づくり

②元町公園・港の見える丘公園

を結ぶグリーンベルト

③山手に合った植物・鳥や水の

循環を取り戻す

④散歩の一時休憩所

⑤花の香りあふれる

オープンガーデン

⑥山手と山手町・元町中華街・

石川町を結ぶﾈｯﾄﾜｰｸづくり

⑦山手のビオトープの拠点

⑧横浜独自のバラ園

⑨気象台・大学・企業と作る

自然観察広場

⑩遊び場

⑪住民参加による維持管理

⑫若者の広場

⑬企業と連携した

自然食品づくり

■設計案作成について
山手地区における良好な景観を創出するため、緑地として

の公園整備の検討を行い、皆様よりいただいたアンケート

並びに提案書などをふまえて設計案の作成をおこないました。

若者の広場 23

ペットの遊び場 14

バラ園 10

ビオトープ 8

子どもの遊び場 8

反対意見

(回答者数）

設備 27

雰囲気 19

経済収支 10

眺望 9

観光 23

要望

(回答者数）

■自由回答の要望と反対意見 ( 抜粋 )

■アンケート 13 項目と回答数及び自由回答

　〔アンケート回収数７２２通 ( 複数回答 )〕

設計方針：“ブラフ９９ガーデン” ~みどりがあふれ・歴史を感じる山手の庭~

〔２〕山手の歴史を感じる場所

・山手で昔から用いられている『ブラフ積み』を

　再現し、歴史解説板を設置します。

・外国人墓地や洋館等に見られる洋風なデザイン

　を柵や電灯などに取り入れます。

〔１〕みどり豊かな場所

・元町公園から港の見える丘公園に続く一帯的な

　緑地としての整備を行います。

・四季折々の草花や樹木の変化を楽しむことが

　でき、自然を感じることの出来る植栽や花壇

　をつくります。

　

〔３〕地域の方々や観光客が

　　　　　　　　　　憩える場所

・ベンチや腰掛けウォールなど設置し、散歩や観光

　の途中に木陰で休憩できる場所を作ります。

〔４〕歩行者が移動しやすい

　　　　　　　園路の設置
・元町・中華街駅⇔港の見える丘公

　園、港の見える丘公園⇔元町公園

　方面へ向かう歩行者の動線を配慮

　して園路を設置します。

・園路のスロープはバリアフリー

　に配慮した勾配にします。

　

〔５〕鳥や昆虫などに配慮した植栽

〔６〕季節の草花やバラを楽しめる鮮やかな植栽
・ 横浜独自のバラである「はまみらい」をアクセントに植栽します。

・鳥の餌となる実のなる樹木 ( ハナミズキなど ) や

   蝶の餌となる花の咲く植物を植え、

   身近な自然を観察できるよう

   にします。

〔７〕子どもも楽しめる空間
・子どもが自然と親しむことの出来る芝生

　広場を作ります。

・植物で楽しめる

　よう、匂いのする

　ものや手触りの良い

　草花を植栽します。

　

〔８〕眺望場所の設置
・富士山や山手本通りを眺めることのできる

　眺望場所を設置します。

・富士山をより見やすくするために

　電柱の移設を行います。

〔９〕維持管理
・この公園は、港の見える丘公園の一部として、質の高い管理を

　行います。花壇管理など地域の皆様の活動について

　今後、ご相談に応じていきます。

。。
　　山手に “合った” 公園を計画する上で重要だと考えられる方針の決定

　　より多くの人に親しまれる公園をつくるため、取り入れられる要素の検討

　　その他意見より公園の魅力を高める要素の検討 　　 　　今後の管理について

ベンチ・腰かけウォールの設置

ブラフ積

電灯

はまみらい
ハナミズキ

色とりどりの花壇の設置高木を植栽

カレープラント

キャットテール

↓富士山

←電柱移設

港の見える丘公園拡張部（山手税関プール跡地）計画案
2013.5.31　意見交換会資料　横浜市環境創造局公園緑地整備課

　　　担当係長：道塲 ( どうば )　担当：吉野（045-671-2652）
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